
戸田市告示第３３０号 

戸田市一般競争入札告示 

 

小・中学校有人警備業務委託（長期継続契約）について、下記のとおり一般競

争入札（事後審査型）を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号。以下「施行令」という。）第１６７条の６及び戸田市契約規則（平成元年規

則第１４号）第３条の規定により告示する。 

 

令和７年７月８日 

 

戸田市長 菅 原 文 仁 

 

記 

 

１ 入札対象業務委託 

(1) 業務委託名  小・中学校有人警備業務委託（長期継続契約） 

(2) 委託場所  戸田市地内 

(3) 設 計 額  金３９３，８２２，０００円(消費税及び地方消費税含む) 

(4) 予定価格  金３９３，８２２，０００円(消費税及び地方消費税含む) 

(5) 委託期間  令和７年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 

(6) 業務内容   仕様書のとおり 

(7) そ の 他  戸田市契約規則第１０条第３項に基づく郵便入札とする。 

２ 一般競争入札参加申請書の提出 

(1) この業務委託の入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加申請書（書

式については、戸田市ホームページ（ＵＲＬは「記２２問い合わせ」参

照。）から取得すること。）を提出すること。 

ア 提 出 先 

記２２に記載するあて先にe-mailにより提出すること。 

イ 受付期間 

令和７年７月 ８日（火）午前８時３０分から 

令和７年７月１８日（金）正午まで（必着） 

※ 一般競争入札参加申請書の記名については、契約締結等の権限の委任

を受けた支店・営業所等の場合、全て当該支店等のもので差し支えな

い。（以下、提出する書類の記名については同じ。） 

※  書類の不備等を指摘された場合の再提出期限も上記の提出期間と同様

とする。 



※  受付締切時間後に到着した申請書類は受理しないので、余裕をもって

提出すること。 

(2) 一般競争入札参加申請書を提出した者に対しては、記２(1)に記載の受付

期間の終期から翌日（閉庁日は除く。）までにe-mail等にて通知すること

とする。 

３  入札書の提出方法 

   郵便入札とする。一般書留、簡易書留、特定記録郵便、配達時間帯指定郵

便、レターパック又は持参により提出すること。 

   提出期限 令和７年７月３０日（水） 午後３時まで（必着） 

   ※ 上記以外の方法により提出された入札書は無効とする。 

※ 郵便等による入札書の提出方法の詳細は記２２に記載の戸田市総務部

管財入札課のホームページにて確認すること。 

４ 開札日時・場所等 

日時   令和７年７月３１日（木） 午前９時３０分 

場所   戸田市役所 １階 １０４会議室兼入札室 

※ 開札の立会いを希望する場合は、入札控室（戸田市役所１階１０３会

議室）に入札執行日時の５分前には待機していること。なお、代理人を

して立会いをする場合は、立会いに関する委任状を提出すること。 

   ※ 書式については、記２２に記載の戸田市総務部管財入札課のホームペ

ージにて取得すること。 

５ 入札に関する注意事項 

(1) 入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。なお、記載する金額は契約期間全期間の金額とする。 

(2) 入札回数 

１回とする。 

 (3)  入札の辞退 

入札参加者は「辞退届」(様式は任意とする。)を提出することで、入札を

辞退することができる。ただし、郵便入札による入札書の到達後の辞退は一

切認めない。なお、落札決定後に、当該契約を辞退した場合は、戸田市の契

約に係る入札参加停止等の措置要綱の規定に基づく入札参加停止措置に該当

するので、注意すること。 



(4)  独占禁止法等関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

６  入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 設計額の１１０分の１００に相当する金額を超える入札金額の入札。 

(2) 一般競争入札参加申請書の提出のない者がした入札 

(3) 談合その他不正行為があったと認められる入札 

(4) 虚偽の提出書類を提出した者がした入札 

(5) その他告示に示す事項に反した者がした入札 

(6) 提出期限までに入札書が到達しなかったとき 

(7) 入札書が規定する提出方法によらず提出されたとき 

７ 入札に参加できる者の形態 

単体企業とする。 

８ 入札に参加する者に必要な資格 

この入札に参加する者に必要な資格は、次の要件をすべて満たすこと。 

(1) 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) この業務委託の告示日において、令和７・８年度の戸田市物品購入等入札

参加資格者名簿に、管理業務（人間警備）の業種で登載されている者である

こと。 

(3) この業務委託の告示日において、戸田市内に(2)に記載の業種で登載されて

いる本店を有する者、又は戸田市内に(2)に記載の業種で登載されている支

店・営業所を有し、かつ契約締結等の権限を有する者であること。 

(4) この業務委託の告示日から落札決定までの期間に、戸田市の契約に係る入

札参加停止等の措置要綱の規定に基づく入札参加停止措置を受けていない者

であること。 

(5)  平成２７年４月１日から告示日までに、国又は地方公共団体が発注した常

駐警備を含む建物管理業務を元請けとして完了した実績を有する者であるこ

と。 

(6) 次に掲げるア又はイの免許等を有していること。 

   ア 警備業（埼玉県公安委員会の認定） 

   イ 警備業（埼玉県公安委員会以外の認定）及び埼玉県公安委員会への営業

所設置等届出 

(7) この業務委託の告示日において会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

に基づき更生手続開始の申立がなされている者、又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこ



と。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。 

９ 落札者の決定方法 

(1)   予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札

した者のうち、最低の価格（以下「最低価格」という。）をもって有効な入

札（入札執行の時点で有効と推測された入札を含む。）をした者を落札候補

者とする。 

(2)  最低価格の入札が２つ以上あるときは、別途通知する方法により、当該

入札をした者によるくじ引きにより落札候補者を決定する。ただし、最低価

格の入札をした者全員が開札時に立会いをしている場合は、その場でくじ引

きを実施する。 

(3)  落札候補者決定後、当該落札候補者について入札参加資格の確認を実施

し、入札参加資格を満たしているときは、その者を落札者として決定し、他

の入札参加者の入札参加資格の確認は実施しない。 

(4) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないときは、その者の入札を無効

又は失格とし、最低価格の次に低い価格を提示した落札候補者について入札

参加資格の確認を実施する。また、次の落札候補者についてもその入札が無

効又は失格となったときは、入札価格の低い順に落札候補者について順次審

査を行い、落札者を決定できるまで入札参加資格の確認を実施する。 

(5) 開札から落札決定までの間に、落札候補者が戸田市の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けた場合は、当該落札候補

者のした入札は失格とし、次に入札価格が低い者を新たな落札候補者とす

る。 

(6) 落札者が決定したときは、入札参加者へe-mail等にて通知する。 

１０ 落札候補者の入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、記８に記載の入札参加資格の有無を確認するため、一般競

争入札参加資格等確認申請書（書式については、戸田市ホームページ（ＵＲ

Ｌは「記２２問い合わせ」参照。）から取得すること。）に下記の書類を添

えて提出すること。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

書式については、戸田市ホームページ（ＵＲＬは「２２問い合わせ」

参照。）から取得すること。 

イ  企業の業務委託実績を証する業務委託契約書の写し（仕様書等を含

む）、その他業務委託実績を証明できるもの。 

ウ 警備業（埼玉県公安委員会）の認定又は警備業（埼玉県以外の公安委

員会）の認定及び埼玉県公安委員会への営業所設置等届出の写し 

 (2) 提出方法 



   ア 提出先 

     記２２に記載するあて先にe-mailにより提出すること。 

   イ 提出期間 

     令和７年８月１日（金）午前８時３０分から 

     令和７年８月４日（月）午後４時まで 

提出期間を過ぎた場合は、原則として申請を受理しないので、余裕をも

って提出すること。なお、落札候補者が上記の提出期間に(1)の提出書類

を提出しないとき又は入札参加資格の審査のために戸田市が行う指示に従

わないときは、原則として当該落札候補者のした入札は無効とする。ま

た、不足書類を指摘された場合の再提出期限も上記の取扱いと同様とす

る。 

ウ  落札候補者が当該要件を満たしているか否かの確認を行い、結果をイの

提出期間の終期の日から２日以内（閉庁日は除く。）に連絡する。 

エ 落札候補者は、入札参加資格の要件を満たさないとされたことに不服が

あるときには、結果の通知があった日から７日以内（閉庁日は除く。）

に、その理由について書面にて、戸田市総務部管財入札課へ説明を求める

ことができる。 

１１ 現場説明会 

開催しない。 

１２ 仕様書等 

仕様書等は、戸田市ホームページ（ＵＲＬは「記２２問い合わせ」参

照。）にて取得すること。取得可能な期間は、告示日から入札日時までとす

る。 

１３ 仕様書等に関する質問 

仕様書等に関して質問がある場合は、次のとおりとする。 

(1) 質問の方法 

質疑応答書を戸田市ホームページ（ＵＲＬは「記２２問い合わせ」参

照。）にて取得し、内容を簡潔にまとめて記載し、下記(2)のあて先にe-

mailにより提出すること。なお、電話、口頭等による質問は受け付けない。 

(2) 提 出 先 

戸田市総務部管財入札課入札担当 

e-mail nyusatsu@city.toda.saitama.jp 

(3) 受付期間 

告示日から 

令和７年７月１５日（火）正午まで 

(4) 質問に対する回答 



記２の(1)一般競争入札参加申請書の提出期間の終期の前日までに戸田市

総務部管財入札課のホームページにて公表する。 

１４ 最低制限価格 

設定する。（戸田市予定価格及び最低制限価格等の設定に関する事務取扱

要綱第７条第１項第３号の規定による） 

※ 最低制限価格（消費税及び地方消費税の額を除く。以下同じ。）は、

予定価格（消費税及び地方消費税の額を除く）の制限の範囲内のすべて

の入札の平均額（千円未満切捨）に１０分の８を乗じて得た額とする。 

※ 最低制限価格を下回る価格をもって入札を行った者は失格とする。 

１５ 入札保証金 

戸田市契約規則第５条第３項第３号の規定により免除する。 

１６ 契約保証金の率及び納付等 

(1) 落札者は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しなければ

ならない。ただし、契約金額が１件５００万円に満たない場合は、規則第２

８条第３項第４号及び戸田市の契約における契約の保証に関する取扱要領

（以下「要領」という。）第６条第４項の規定により免除することができ

る。 

(2) 契約保証金の納付及び保証金に代える担保の提供並びに免除は、規則及び

要領の定めるところによる。 

(3) 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることによ

り、還付する。ただし、契約者がその責めに帰すべき理由により契約上の義

務を履行しないときの契約保証金は、還付しない。 

１７ 支払条件 

(1) 前金払 

しない。 

(2) 部分払 

する。 

１８ 長期継続契約の特約条項付記 

   この業務委託は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３

の規定による長期継続契約であるため、この業務委託の契約を締結する日の

属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算におい

て減額又は削減があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除すること

ができる。 ただし、このことにより、受注者に損害が生じたときは、発注者

は、受注者に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は両者

協議して定めるものとする。 

１９ 損害賠償の予約条項付記 



(1) この業務委託の契約締結後、この契約に関し、談合その他不正行為があっ

たとして、公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令が確定したと

き、又は使用人を含め、刑法による刑が確定したときは、戸田市業務委託契

約約款に定める額を請求することができる。ただし、市に生じた損害額が前

記の額を超えるときは、市がその超過分について賠償を請求することを妨げ

るものではない。業務委託完了後も同様とする。 

(2) この業務委託の契約締結後、この契約に関し、落札者の責に帰すべき事由

により委託期間内に業務を完了することができないときは、所定の割合で計

算した損害金の支払いを契約者に請求することができる。 

２０ その他 

(1) 提出された各資料は、返却しない。 

(2) 落札者は、この業務委託の履行に当たっては、関連法令等を遵守し、適正

に人員を配置すること。 

(3) 入札参加者は入札後、この告示、仕様書等、現場等についての不明を理由

として、異議を申し立てることはできない。 

(4) この入札に際し、談合その他不正行為により入札を公正に執行することが

できないと認められるとき又はこの告示、仕様書等、現場等に重大な変更若

しくは不適合があることが判明した場合は、入札の執行を延期すること又は

とりやめることがある。 

２１ 契約条項等の閲覧 

規則、戸田市業務委託契約約款等は、戸田市総務部管財入札課において閲

覧できる。 

２２ 問い合わせ 

戸田市総務部管財入札課入札担当 

電  話 ０４８－２９１－８２４６（直通） 

ＦＡＸ ０４８－４３２－８５２１ 

e-mail nyusatsu@city.toda.saitama.jp 

ＵＲＬ http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/173/ 


